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〔その他〕 

（仮称）青森県立特別支援学校教育推進プラン（案）について 

 

青森県教育委員会 

 

 

１ 教育推進プラン（案）の概要 

 

 (1) 経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 基本方針 

  ① 複数の障害種別に対応した教育の充実 

  ② 学校規模が大きい特別支援学校の学習環境の充実 

  ③ 高等部教育の充実 

  ④ 地域における特別支援教育のセンター的機能の充実 

 

 (3) 実施計画［前期（平成 23 年度～25 年度） 後期（平成 26 年度～28 年度）］ 

  ① 前期実施計画【平成 23 年度～25 年度】 

 

  ［表 1］取組内容 

区分 基本方針 実施計画 対象学校等 実施内容 

1 ① 
知的障害と肢体不自由の複数の

障害種別に対応した教育の充実 

七戸養護学校 

むつ養護学校 

肢体不自由部

門の整備 

2 ③ 
病弱・身体虚弱を対象とする特

別支援学校の高等部教育の充実 

青森若葉養護

学校 
高等部の設置

3 ④ 

聴覚障害を対象とする特別支援

学校による特別支援教育のセン

ター的機能の充実 

弘前聾学校 
支援拠点とし

て拡充 

 

近年、幼児児童生徒の障害が重度・重複化、多様化の傾向 

学校教育法の一部改正により、盲・聾・養護学校が障害種別を超えた対応が可

青森県特別支援学校在り方検討会議を設置し、今後の在り方について諮問 

在り方検討会議の答申を受け、具体的な実施計画を検討 
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  ［表 2］検討内容 

区分 基本方針 実施計画 対象学校等 実施内容 

1 ① 
知的障害と肢体不自由の複数の

障害種別に対応した教育の充実 
森田養護学校 

後期実施に向

けた検討 

2 ④ 

聴覚障害を対象とする特別支援

学校による特別支援教育のセン

ター的機能の充実 

青森聾学校 

八戸聾学校 

後期実施に向

けた検討 

3 ② 
学校規模が大きい特別支援学校

の学習環境の充実に向けた検討 

八戸第二養護

学校 

後期実施に向

けた検討 

4 ③ 

知的障害を対象とする特別支援

学校高等部の職業教育の充実に

向けた検討 

三八地区 

中南地区 

後期実施に向

けた検討 

5 ④ 

視覚障害を対象とする特別支援

学校の特別支援教育のセンター

的機能の充実に向けた検討 

県立盲学校 

八戸盲学校 

後期実施に向

けた検討 

 

  ② 後期実施計画【平成 26 年度～28 年度】 

   前期実施計画の実施状況を踏まえ、平成 25 年度に後期実施計画を策定する。 

 

 

２ 今後のスケジュール 

 

  実施計画（案）公表 ２月１２日（金） 

                      ↓ 

  パブリックコメント実施 ２月１５日（月） 

  （地区説明会の実施）    ～    ［約４０日］ 

   ３月２６日（金） 

                      ↓ 

  実施計画（成案）公表 ７月上旬予定 
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〔その他〕 

職 員 の 懲 戒 処 分 の 状 況 

平成２２年２月（１月１日～１月３１日分） 

 

青森県教育委員会 

 

 

事案１ ①被処分者 三八地域八戸市の中学校 教諭（３４歳 男性） 

    ②事件の概要等 人身事故（治療期間が３０日以上３月未満） 

     ・平成２０年３月１７日（月）午後４時４５分頃 

     ・八戸市内の国道 

     ・自動車で走行中、前方不注意により自動車に衝突し、

自動車７台が絡む多重衝突事故を起こしたもの。 

     ・事故の相手方（男性３名、女性１名 約１週間～１

ヶ月の加療） 

    ③処分内容 戒告 

    ④処分年月日 平成２２年１月１５日 

 

事案２ ①被処分者 西北地域の高等学校 技能職員（４０歳 男性） 

    ②事件の概要等 速度超過（３０km/h 以上５０km/h 未満） 

     ・平成２１年９月２８日（月）午前１１時８分頃 

     ・南津軽郡田舎館村内の県道 

     ・最高速度４０km/h のところ、７０km/h で走行 

    ③処分内容 戒告 

    ④処分年月日 平成２２年１月８日 

 


